
指定催しの指定について 

 

 足利市火災予防条例（平成２年足利市条例第１４号。以下「条例」という。） 

第４２条の２第３項の規定に基づき、指定催し（条例第４２条の２第１項の指

定催しをいう。以下同じ。）を次のように指定した。 

 

 

記 

 

１ 指定催しの開催場所 

  足利市渡良瀬運動場 

２ 指定催しの名称 

  第１００回足利花火大会 

３ 指定催しの開催期間 

  平成２６年８月２日（土）雨天等の場合は３日（日）、４日（月）に順延 


